
設計等委託契約約款 

 

 （総則） 

第１条 甲及び乙は、標記の契約書及びこの約款に基づき、仕様書、図面等（以下「仕様

書等」という。）に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならな

い。 

２ 乙は、この業務を表記期間内に完成しなければならない。ただし、期間を日数で定め

たときは、国民の祝日、年末年始の休暇日、日曜日及び土曜日は、この日数に算入し

ない。 

３ 乙は、常に現場に出頭し、甲の指定する係員の指揮監督の下に、仕様書等に定めると

ころにより業務を施行するものとする。 

４ 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約の終了

後も、また同様とする。 

５ この契約に定める請求、報告、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなけれ

ばならない。 

６ この契約に係る起訴については、甲の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意

による専属的管轄裁判所とする。 

 （履行期間の延長） 

第２条 前条第２項の期間は、天災地変その他正当な事由があると甲が認めるときは、こ

れを延長することができる。 

 （再委任の禁止） 

第３条 乙は、自ら業務の実施に係る一切の事項を担当し、これを第三者に委任すること

ができない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得たときは、この限りでない。 

 （検査及び引渡し） 

第４条 乙は、業務が完了したときは、直ちに甲に届けてその検査を受けるものとする。 

２ 甲は、支障がない限り、前項の規定による届出があった日から１０日以内に検査を行

うものとする。 

３ 甲は、第１項の検査の結果、改変又は手直しの必要があると認めるときは、１回に限

り相当期間を指定して、第１条第１項の期間を延長することができる。 

４ 乙は、第１項の検査に合格したときをもって、成果物の引渡しを完了したものとする。

ただし、業務の瑕疵については、その責めを免れることができない。 

 （一般的損害） 

第５条 この契約の履行に関し契約期間中に発生した損害（第三者に与えた損害を含む。）

については、乙がその費用を負担するものとする。ただし、その損害のうち、天災地

変その他の不可抗力によるもの及び甲の責めに帰すべき事由により生じたものについ

ては、この限りでない。 

 （契約不適合責任） 

第６条 成果物又は業務の履行が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないも

のであるときは、甲は、乙に対し、その補修、引換え若しくは補足による履行の追完

（種類又は品質に関するものについては、甲がその不適合を知った時から１年以内に

その旨を乙に通知した場合に限る。以下同じ。）又は損害賠償の請求をすることがで

きる。 



２ 前項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に

履行の追完がないときは、甲は、乙に対し、その不適合の程度に応じて代金の減額を

請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をする

ことなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 

 ⑴ 履行の追完が不能であるとき。 

 ⑵ 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

 ⑶ 成果物若しくは業務の性質又は甲及び乙の意思表示により、特定の日時又は一定の

期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が

履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 

 ⑷ 前３号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受

ける見込みがないことが明らかであるとき。 

３ 第１項の不適合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、同項の規

定による履行の追完又は前項の規定による代金の減額の請求をすることができない。 

 （契約代金の支払） 

第７条 甲は、検査の完了後、乙の請求を受けた日から３０日以内に契約代金を支払うも

のとする。ただし、甲に特別の事由がある場合は、この限りでない。 

２ 甲は、前項に規定する支払期間内に支払をしないときは、支払期限の翌日から支払を

した日までの日数に応じて、未支払金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律

（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項の規定により財務大臣が定める率を乗じ

て得た額（閏（じゅん）年の日を含む場合でも１年を３６５日として計算して得た額）

を乙に支払うものとする。ただし、乙の都合により代金を受領しないときは、この限

りでない。 

 （遅延違約金） 

第８条 乙は、期間内に業務を完了しない場合は、遅延日数１日につき、契約金額に政府

契約の支払遅延防止等に関する法律第８条第１項の規定により財務大臣が定める率を

乗じて得た額（閏（じゅん）年の日を含む場合でも１年を３６５日として計算して得

た額）を違約金として甲に納付するものとする。 

 （契約内容の変更等） 

第９条 甲は、必要があると認めるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更し、又

は履行を中止させることができる。 

 （甲の解除権等） 

第１０条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することが

できる。 

 ⑴ 履行期限内若しくは特定の日時に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがない

と甲が認めるとき。 

 ⑵ 契約履行の着手を遅延したとき。 

 ⑶ 契約解除の申出をしたとき。 

 ⑷ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項各号のいずれ

かに該当すると判明したとき。 

 ⑸ この約款の条項又は仕様書等に違反したとき。 

２ 乙は、前項の規定により契約が解除されたときは、契約金額の１００分の１０に相当

する金額を甲に納付するものとする。 



３ 甲は、第１項の規定により契約を解除したときは、履行部分に対して相当と認める金

額を乙に支払い、その引渡しを受けることができる。 

４ 第１項の規定による契約の解除は、第８条の規定による延滞違約金の徴収を妨げない。 

５ 乙は、この契約が乙の責めに帰すべき事由により履行不能となったときは、直ちに甲

に報告しなければならない。この場合においては、第２項から前項までの規定を準用

する。 

 （甲による任意解除） 

第１１条 前条第１項に定めるもののほか、甲は、必要があると認めるときは、この契約

の全部又は一部を解除することができる。 

 （相殺） 

第１２条 甲は、乙に対して有する金銭債権があるときは、乙が甲に対して有する契約代

金請求権その他の債権と相殺し、かつ、不足があるときは、これを追徴することがで

きる。 

 （権利の譲渡等） 

第１３条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継さ

せ、又は担保に供することができない。ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、

この限りでない。 

 （消費税等） 

第１４条 この契約における取引が消費税法（昭和６３年法律第１０８号）上の課税の対

象である場合は、表記契約金額に「取引に係る消費税及び地方消費税の額」を含むも

のとする。 

２ 前項の「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法及び地方税法（昭和２

５年法律第２２６号）の規定により算出した金額とし、「取引に係る消費税及び地方

消費税の額」欄にその金額を記載するものとする。 

 （適合車両の使用） 

第１５条 乙は、この契約の履行のため車両を使用し、又は使用させる場合には、「都民

の健康と安全を確保する環境に関する条例」（平成１２年東京都条例第２１５号）の

ほか、各道府県の同様の条例の規定に適合する車両（同条例による適用猶予車両を含

む。）を使用しなければならない。 

 （暴力団等排除に関する特約条項等） 

第１６条 暴力団等排除に関する特約条項及び乙の債務履行拒否等に係る違約金に関する

特約条項については、それぞれ別に定めるところによる。 

 （補則） 

第１７条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて甲と乙とが協議して定め

るものとする。 


